
議   第  １５６  号 

令和 ４ 年 ９ 月 ５ 日提出 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同法第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を「第２２条の４第３項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

 第３条及び第４条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

 第１１条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第１号中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「この号」の

次に「及び第３項」を加え、同条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同条第３項中「（この項の規定により繰り越されたものを除く。）」

を削り、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

  ただし、この項の規定により繰り越された年次有給休暇の日数及び第１項第３号
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の規定により与えられた年次有給休暇のうち地方公営企業等労働関係法適用職員等

としての在職期間中に与えられた年次有給休暇であって当該年の前年から繰り越さ

れたものの残日数に相当する日数については、この限りでない。 

 第１９条中「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１１条第１項第３号の

改正規定及び同条第３項の改正規定（「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」と

いう。）附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の熊本市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第３項、第３条、第４条第２

項、第１１条第１項第１号及び第１９条の規定を適用する。 

３ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第１１

条第１項各号列記以外の部分、第２項及び第３項の規定を適用する。 

 （熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例の一部

改正） 

４ 熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例（平成

３０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

 （熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

５ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、前項の規定

による改正後の熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関す
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る条例第９条第１項の適用については、同項の定年前再任用短時間勤務職員とみな

す。 

 

 （提出理由） 

  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行等に伴い、

所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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